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令和５年９月議会定例会

会議の顛末

（本会議 ９月７日）

議長（山根政彦）

皆さん、おはようございます。

ただ今の出席議員数は９人です。

定足数に達していますので、令和５年第６

回若桜町議会定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２５条の規定により、議長において、小

林誠議員、中尾理明議員を指名します。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から９月２１日ま

での１５日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から９月２１日ま

での１５日間に決定しました。

日程第３

「諸般の報告」をします。

会議関係諸般の報告は印刷してお手元に配

布のとおりです。

朗読は省略します。

次に、議員派遣報告を行います。

令和５年６月定例会において議決し派遣を

決定いたしました議員派遣について、報告書

が提出されています。

議会報告第１７号 令和５年度鳥取県町村

議会広報研修会につきましては、印刷をして

お手元に配布のとおりです。

朗読は省略します。

次に、常任委員会に付託した請願等につい

て報告します。

８月２８日までに受理した請願等は、お手

元に配布の請願等文章表のとおりで、会議規

則第９２条第１項の規定により、請願第１５

号は、総務産業教育民生常任員会に審査を付

託しました。

続いて、町長からの行政報告事項は、報告

第４号 令和４年度若桜町財政健全化判断比

率等の報告についてで、お手元に配布のとお

りです。

朗読は省略します。

日程第４

議案第８３号 専決処分の承認について、専

決第７号 職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正について、議案第８４号 専決処分

の承認ついて、専決第８号 若桜町技能労務職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正について、議案第８５号 専決処分の承認

について、専決第９号 若桜町企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例の一部改正につ

いて、議案第８６号 専決処分の承認について、

専決第１０号 簡易水道事業に勤務する職員

の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正について、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

皆さん、おはようございます。今年は全国

で記録的な猛暑が続いていますが、鳥取県に

おきましても熱中症警戒アラートの発令が９

月５日まで、おとといまでに４２回と、昨年

の１７回を大きく上回っております。

こうした中、お盆のさなかの８月の１５日、

台風７号が鳥取県東・中部を直撃し、鳥取県

佐治町、八頭町私都地区などで河川や道路、

農業施設や林道などに大きな爪痕を残しまし

た。県によりますと、先月末時点で被害額は

２３４億円以上と、過去２０年の自然災害で



最大、復旧予算は２５０億円を超え、過去最

大規模となる見込みです。

本町では幸い大規模な災害とはなりません

でしたが、米谷を中心に河川や道路、農地

や林道などで被災が確認されており、復旧額

の調査を行っているところでございます。金

額が固まり次第、予算を上げさせていただき

たいと思います。このたびの台風で被災され

た皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

さて、本日ここに、令和５年第６回若桜町

議会定例会を招集しましたところ、議員の皆

様にはご出席を賜り、令和５年度一般会計補

正予算及び諸議案のご審議をいただきますこ

とに感謝を申し上げます。

本町内におきましては、交通死亡事故ゼロ

を継続しておりますが、７月１４日で５,００

０日に達しました。平成２１年１１月４日を

最後に、現在まで１３年１０か月間継続して

おり、これは県内では断トツの１位でござい

ます。今後とも、交通安全協会や郡家警察署

としっかり連携をして、交通事故のない安心

安全な地域づくりに取り組んでまいります。

この夏は、町内で人気番組の収録が相次ぎ

ました。ＮＨＫの「鶴瓶の家族に乾杯」では、

鶴瓶さんと女優の小池栄子さんが町内各所で

町民の皆さんとの「ぶっつけ本番」の掛け合

いを楽しまれました。多くの町民の方が番組

に登場され、この話題で町内が盛り上がりま

した。こうして番組を通して、町の魅力を全

国に発信していただくことで、若桜町民とし

ての連帯意識や誇りを確認し、共有する場と

なったのではないかと思います。

また、盆過ぎには、日本海テレビの「冠ル

ーヤ」の収録が行われました。これは、お笑

い芸人「ガンバレルーヤ」の２人が地域の魅

了を掘り起こす移住番組で、町の魅力を移住

者目線でたっぷり収録されました。こちらは

９月下旬から１０月中旬にかけて、４回に分

けて放送される予定です。

さて、本年は、昭和２９年に旧若桜町が池

田村と合併して以来、７０年の節目の年とな

ります。今定例会中の９月１８日に記念式典

を開催することとしております。昭和、平成

から令和へと激動の７０年間を振り返り、先

人のまちづくりへの熱意と功績、歴史と伝統

の重みに思いを致すとともに、このすばらし

い若桜町を、次代の子どもたちにしっかりと

引き継いでいく決意を皆様とともに共有する、

そのような機会となりますよう祈念するもの

でございます。

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第８３号、議案第８４号、議案第８５

号及び議案第８６号、専決処分の承認につい

て、でございますが、これは地方自治法第１

７９条第１項の規定により、議会を招集する

時間的余裕がなかったことから専決処分をし

た案件について、同条第３項の規定により本

議会に報告しご承認をお願いするものでござ

います。

はじめに、議案第８３号 専決第７号の職員

の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につ

いてでございますが、これは新型コロナウイ

ルス感染症が感染法上５類感染症に位置づけ

されたことに伴い、所要の改正を行うもので

ございます。

次に、議案第８４号 専決第８号の若桜町技

能労務職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部改正について、議案第８５号 専決第

９号の若桜町企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部改正について、及び議案

第８６号 専決第１０号の簡易水道事業に勤

務する職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部改正について、でございますが、こ

れらは、若桜町職員の給与に関する条例を改

正した際、同時に改正されるべきところでご

ざいますが、改正漏れが判明をしたため、所

要の改正を行うものでございます。

以上、ご報告を申し上げます。ご承認のほ

どよろしくお願いいたします。



議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第５

議案第８７号 令和４年度若桜町一般会計

歳入歳出決算の認定について、議案第８８号

令和４年度若桜町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、議案第８９号

令和４年度若桜町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、議案第９０号 令和

４年度若桜町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について、議案第９１号 令和４

年度若桜町簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、議案第９２号 令和４年度

若桜町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第９３号 令和４年度若

桜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第９４号 令和４年度若

桜町赤松団地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第９５号 令和４年度若

桜町財産区造林事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、議案第９６号 令和４年度若桜

町索道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第９７号 令和４年度若桜町住宅新

築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第８７号 令和４年度若桜町一般会計

歳入歳出決算の認定についてでありますが、

この決算は、歳入総額４０億２,０７４万７,

０３０円、歳出総額３７億１,７７０万３,５

５２円で、歳入歳出差引額３億３０４万３,

４７８円となり、翌年度に繰り越すべき財源

を差し引いた実質収支額は２億７,３８９万

８,０７８円となりました。

主な施策の成果について各費目別にその概

要を申し上げます。議会費では、常任委員会

及び各特別委員会で所管事項の調査研究がさ

れております。

総務費では、移住定住事業で、住宅支援補

助金を新たに創設したところ、利用された移

住者もありますし、移住につながらない場合

も移住の相談件数は増加しております。また、

大阪で開催された相談会に参加して、対面で

の相談及びＰＲを再開したところであります。

地方創生事業で、若桜鉄道ブランドの浸透

に向けた取組や集客力向上に向けた地方創生

を推進し、また、因幡・但馬麒麟のまち圏域

１市６町の自治体と連携して、観光関連事業

を実施しております。

若桜鉄道対策事業では、施設の維持管理を

行い、輸送の安全確保に努めるとともに、運

行支援や利用促進を図っております。バス運

行事業では、町内全域を対象とするドア・ツ

ー・ドア型のデマンド交通の推進を図り、住

民主体により運行する、高野・上高野地区の

地域コミュニティタクシー「てご」が試験運

行から有償運行へ移行しました。

次に、民生費では、高齢者福祉、障がい者

福祉、子育て支援、生活困窮者自立支援、生

活保護など、地域で安心して暮らすための各

種福祉事業を実施しております。また、新型

コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、

住民税非課税世帯へ給付金を支給いたしまし

た。

衛生費では、健康増進や維持のための体力

づくり事業、インフルエンザ予防や肺炎予防

などの予防接種事業、また、妊婦健診や乳幼

児健診などの母子健診事業、肝臓がん検診を

はじめとする各種がん検診や健康相談などを

実施し、生活習慣病の予防や早期発見に取り

組みました。

このほか、新型コロナウイルスワクチン接



種のための体制整備に取り組み、新型コロナ

ウイルスによる重症化や感染を予防すること

に努めております。

農林水産業費では、中山間地域等直接支払

制度や多面的機能直接支払事業の実施により、

農地の保全に努めております。また、がんば

る地域プラン事業では、担い手の確保、米生

産の維持に向けた町内生産者の有利販売の促

進、エゴマを使った特産品開発やブランド化

など、農業の振興を図っております。

有害鳥獣対策では、侵入防止柵の設置支援

や、猟友会と連携して鹿やイノシシの積極的

な捕獲を実施し、農作物被害の軽減や「わか

さ２９工房」の適正な運営に努めました。

林業では、林業団体の育成を推進し、知識

や技術の習得及びグループ活動の助長を図り、

また、若桜町産材の需要拡大をはじめ、森林

の有する公益的機能が十分に発揮されるよう、

民有林、町有林の保育事業の推進と林道、作

業道の開設を推進し、素材生産の増加を図っ

てまいりました。引き続き、森林整備の推進

により森林の有する多面的機能の維持、増進

を図り、多様で健全な森林を次世代に引き継

いでいく必要があると考えております。

商工費では、本町の商工業の発展のため、

若桜町商工会への運営費補助や創業・開業促

進支援等を行うとともに、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により減少した地域内消

費の活性化を図るための暮らし応援券事業、

さらには、売上げが減少している中小企業等

に対して事業の継続を支援するなど、中小企

業の振興と住民の地域内消費を推進いたしま

した。

観光事業でも新型コロナウイルスの影響は

大きく、多くの各種イベントは中止となりま

したが、新型コロナ地方創生臨時交付金を活

用したＧＯＧＯバーベキュー事業の実施、ま

た、氷ノ山自然ふれあいの里活性化協議会を

はじめとした各種団体と連携して、Ｅバイク、

グラススキーや子どもの遊び場を設けるなど、

イベントを実施して、グリーンシーズンの集

客促進を展開しております。

土木費では、安全な交通基盤を確保するた

め、町道の維持管理、橋梁補修、新設改良、

消雪施設の改良や水路改修などを行いました。

また、住宅管理費では、町営住宅の修繕、公

園費では、子どもたちが安全に遊ぶことがで

きるよう、中之島公園の遊具の修繕工事や点

検を行っております。

消防費では、消防団、自警団、自主防災組

織への活動支援をはじめ、消防防災専門員を

配置して各集落に出向き、防災への危機意識

の醸成に努めるなど、安心・安全の暮らしを

守る地域防災力の強化、災害に強いまちづく

りのための環境整備などを行いました。

避難所につきましては、非常食や消毒用品

などの消耗品、暑さ対策用にスポットクーラ

ーを整備しましたし、災害時の情報収集の手

段としてドローンを配備し、防災訓練時には、

吉川、米集落の２か所から災害対策本部の

役場まで、それぞれの映像を配信する訓練を

実施しております。

また、防災行政無線（移動系）をデジタル

化するための工事が完了し、町内全域での無

線交信が可能となりました。

教育費では、ＩＣＴを効果的に活用した事

業を行うため、教職員に対して支援するＩＣ

Ｔ教育プランナー業務を委託しております。

また、子育て家庭への支援として、入学祝い

金や進級祝い金の贈呈、通学費助成、学園給

食費の全額助成などを行い、保護者の負担軽

減を図っております。

社会教育費では、ＰＴＡ活動や青少年育成

若桜町民会議への活動支援、放課後児童クラ

ブなど、学校・家庭・地域が連携をして児童・

生徒の健全育成を図っています。

公民館費では、新型コロナウイルス感染症

の拡大により中止した事業もありましたが、

感染対策を講じて文化サークルや各イベント

を開催して、生涯学習の機会を提供しました。



また、池田分館におきましては、生涯学習

の拠点としてより利用しやすい施設とするた

めに改修工事を行っております。

人権同和教育では、部落解放研究集会、小

地域学習会、人権問題公開講座の開催、各県

外研修会等に参加して人権意識の高揚を図り

ました。

文化財保護では、若桜鬼ヶ城跡からの景観

向上のため、支障木の伐採を行うとともに、

国史跡指定１５周年を記念し、歴史的価値等

を再認識する機会として講演会を開催いたし

ました。また、若桜宿重要伝統的建造物群保

存地区の、まち並みに即した修理修景事業を

行う所有者に対する支援や普及啓発に努めて

おります。

「続編 若桜町誌」の編さんを進めるため、

編さん室に職員を配置し、執筆原稿の内容を

協議・監修・校正作業を行っておりまして、

今年度末には完成する予定でございます。

保健体育費では、スポーツの振興を通して

健康で明るいまちづくりを推進するため、各

種スポーツ団体への支援、温水プールを活用

した健康増進・体力づくりなどに努めており

ます。

災害復旧費では、令和３年６月及び７月豪

雨災害により被災した農地や農道、水路など

の農業用施設、林道また町道の災害復旧事業

を行っております。

公債費では、地方債の償還を行っておりま

す。

以上、令和４年度に執行した施策の概要を

申し上げましたが、歳入では、町税、固定資

産所在市町村交付金及び地方譲与税、森林環

境譲与税が増額交付されましたが、地方交付

税、指定寄附金及び繰越金などは減少となり、

対前年１億９,６２８万円余りの減少となっ

ております。

歳出では、物件費、公債費、繰出金などは

増加したものの、可燃物処理施設建設負担金

や積立金、また、投資的経費が大きく減少し

たことから、対前年２億５,２６８万円余りの

減少となりました。

令和４年度の本町の財政健全化判断比率は、

いずれの数値も国の示す基準以下となりまし

た。実質公債費比率は 18％以上で適正化計画

を策定することとなりますが、３年間の平均

値で 7.9％と、前年対比 0.7 ポイント上昇と

なっております。これは、過去に実施した事

業分の起債の元利償還が始まったことにより、

前年と比較して公債費が増加したためである

と分析しております。引き続きこれらの判断

比率を注視しながら、健全な財政運営に努め

てまいりたいと考えております。

次に、議案第８８号 令和４年度若桜町国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、でありますが、この決算は、歳入総

額４億２,５２６万８０８円、歳出総額４億６

５５万５,３７１円で、歳入歳出差引額１,８

７０万５,４３７円となりました。

歳入では、財産収入繰入金及び繰越金で対

前年２００万円余り増額となりましたが、他

の科目では全て減額となり、総額３,２１０万

円弱の減額となっております。なお、現年度

分の保険税の収納率は 99.07％で、前年を 0.5

ポイント上回り、県内でも高い収納率を維持

しております。

歳出では、国民健康保険事業費給付金を除

く全ての科目で減額となっており、対前年２,

９９２万円余りの減額となっております。

続きまして、議案第８９号 令和４年度若桜

町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、でありますが、この決算は、歳入

総額６億５,５８１万４,６８３円、歳出総額

６億３６４万４,５０３円で、歳入歳出差引額

５,２１７万１８０円となりました。

歳入では、対前年２００万円余りの減額と

なりましたが、これは、介護給付費等の減額

に伴う国及び県支出金の減額及び一般会計繰

入金の減額が主な要因です。

また、歳出につきましても対前年３５０万



円余りの減額となっております。これは、地

域支援事業費及び基金積立金は増額となって

おりますが、総務費及び保険給付費が大きく

減額となったことが要因となっております。

次に、議案第９０号 令和４年度若桜町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、でありますが、この決算は、歳入総額

６,３０７万１,２２０円、歳出総額６,２８８

万７,４２０円で、歳入歳出差引額１８万３,

８００円となりました。

この会計は、被保険者の方に収めていただ

いた保険料を、鳥取県後期高齢者医療広域連

合へ納付する会計であります。歳入において

は、保険料と一般会計繰入金が主な財源で、

このほかに繰越金、諸収入で構成しており、

歳出において総務費、広域連合納付金、諸支

出金を支出しております。

次に、議案第９１号 令和４年度若桜町簡易

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、でありますが、この決算は歳入歳出共に

２億７,９４５万１,０１４円となりました。

主な事業は、若桜・赤松地区統合事業に係

る新配水池築造工事、赤松地区加圧ポンプ場

造成及び糸白見地区新水源ボーリング調査、

米・渕見地区統合設計業務、水道施設修繕、

漏水調査などで、安全で安定した飲料水の供

給に努めております。

次に、議案第９２号 令和４年度若桜町公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、でありますが、この決算は、歳入歳出

共に１億５,５３８万７,５９９円となりまし

た。

事業の概要といたしましては、公共下水道

施設の農業集落排水事業との統合検討、処理

場及びマンホールポンプの改築設計、若桜及

び米浄化センターの維持管理や地方債の償

還となっております。

次に、議案第９３号 令和４年度若桜町農業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、でありますが、この決算は、歳入歳

出共に６,３０８万５,１５０円となりました。

事業の概要といたしましては、吉川及び池

田中央地区浄化センターの維持管理のほか、

地方債の償還を行っております。

次に、議案第９４号 令和４年度若桜町赤松

団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、でありますが、この決算は、歳入総

額５５万８,４０２円、歳出総額５５万７,１

９８円で、歳入歳出差引額１,２０４円となり

ました。事業の概要といたしましては、一般

会計への繰出金と地方債の償還であります。

次に、議案第９５号 令和４年度若桜町財産

区造林事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでありますが、この決算は、歳入歳出共

に３万１,８００円となりました。この事業は、

財産区造成林地において森林の公益的機能の

維持を図るため、森林整備センターと分収造

林契約を締結した森林の整備を実施するもの

でありますが、令和４年度におきましては３

者契約の締結により事業実施されております

ので負担金のみの予算執行となっております。

次に、議案第９６号 令和４年度若桜町索道

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

でありますが、この決算は、歳入総額６,３８

４万５,１７６円、歳出総額５,４４７万９,

９００円で、歳入歳出差引額９３６万５,２７

６円となりました。事業の概要といたしまし

ては、スキー場の管理運営を円滑に行うため、

リフト改修工事及び圧雪車の修繕などを行っ

ております。

次に、議案第９７号 令和４年度若桜町住宅

新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、でありますが、この決算は歳

入歳出共に４５万７,５１２円となりました。

この会計では、滞納となっている貸付金のう

ち、３６万円余りを回収しております。

なお、貸付金の滞納額が８,５５８万円余り

あることから、滞納者本人をはじめ、連帯保

証人に対しても督促を行い、引き続き、貸付

金の回収に取り組んでまいります。



以上でございます。ご審議のほど、よろし

くお願いいたします。

議長（山根政彦）

本案の審議に先立ち、監査委員の審査意見

報告を求めます。代表監査委員谷口秀昭さん。

代表監査委員（谷口秀昭）

失礼します。令和４年度若桜町歳入歳出決

算・基金運用状況について、梶原監査委員と

行った審査意見を報告します。

１ 審査の対象、（１）歳入歳出決算、ア 一

般会計、令和４年度若桜町一般会計歳入歳出

決算、イ 特別会計、①令和４年度若桜町国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算ほか、②

から⑩番まで特別会計の歳入歳出決算です。

（２）上記決算に関する証書類、歳入歳出決

算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書、（３）基金運用状況。

２ 審査の方法、（１）決算審査にあたって

は一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、

事項別明細書、実質収支に関する調書及び財

産に関する調書が、地方自治法第 233 条第１

項の規定により調整されているか否かを確か

め、関係証拠書類等により計数の正確性を確

認するとともに、関係当局の説明を求め、併

せて、例月出納検査、定期監査等の結果を勘

案し、予算の執行が的確に行われたかどうか

について慎重に審査した。

重点項目及び着眼点、決算その他関係諸表

等の計数の正確性を検証するととともに、予

算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的で

あるか、また、財政運営が適切に行われてい

るかを重点項目とし、次の項目を着眼点とし

た。

（ア）違法又は不当な調定及び調定漏れは

ないか。（イ）調定の時期及び手続は適正か。

（ウ）収入方法、収入時期は適切か。（エ）収

入未済額及び不能欠損額は適正か。（オ）滞納

整理について努力が表れているか。（カ）事務

事業の進捗状況は妥当か。（キ）予算額に対し

て多額の不用額を生じているものはないか。

（ク）予備費の充用、予算流用の理由及び額

は適正か。（ケ）委託料、工事請負費等の支出

時期及び額は適正か。また、検査、検収は確

実に行われているか。（コ）補助金、交付金、

負担金等の支出の必要性、有効性、支払時期

及び額は妥当か。また、精算報告は確実に行

われているか。（サ）繰越明許、事故繰越等の

理由、金額及び手続は適正か。（シ）用地購入

費及び用地の賃貸借料は妥当な額か。（ス）固

定資産台帳を活用し、資産の適切な管理は行

われているか。（セ）前年度において指摘した

事項について必要な措置が取られたか。

（２）基金の運用状況審査にあたっては、

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を

検証するとともに、基金の運用が適切かつ効

率的に行われているかどうかを重点項目とし、

次の項目を着眼点とした。

重点項目及び着眼点、（ア）基金の設置目的

に従って、確実かつ効率的に運用されている

か。（イ）違法、不当な運用はないか。（ウ）

収支の計算は正確か。なお、各会計の決算概

要は別紙のとおりである。

３ 審査の期間、令和５年８月１日、２日、

３日、４日、７日、８日、９日、10 日の８日

間。

４ 審査結果の報告、各会計歳入歳出決算書、

事項別明細書及び実質収支に関する調書の計

数と歳入歳出整理簿等関係諸帳簿・証書類を

照合した結果、全ての重要な点において適正

に表示されているものと認めた。

また、会計における残高は、預け入れ金融

機関の預貯金残高等と符合しており、適正で

あると認めた。なお、基金における残高は、

預け入れ金融機関の預貯金残高等と符合して

おり、適正であると認めた。

５ 指摘事項、例月出納検査も踏まえ指摘事

項はなし。

６ 留意・検討を要する事項、事務事業の執



行に当たり、留意・検討を要する事項は次の

とおりである。

（１）財政運営の指標について、財政関係指

標等の数値は次のとおりである。経常収支比

率は 88.3％で、前年度 84.2％から 4.1 ポイン

ト増加し、財政指数が硬直化している。これ

は、経常一般財源等歳入が約４,０２４万円減

少したにもかかわらず、公債費、物件費、補

償費等の経常経費充当一般財源等歳出が約６,

２９５万円増加したことが主な要因である。

今後とも限られた財源の有効活用に努め、

経常経費の抑制や既存事業の見直しを図るな

ど、これまで以上に簡素で効率的な行財政運

営を意識され、指標となる 70％台に向けた改

善努力を望む。

（２）各種税と使用料等について

① 町税ほか各種保険料等について、町民税、

固定資産税、軽自動車税、たばこ税における

現年度分の収納率は全て 99.4％以上で、滞納

繰越分を含めても 92.3％となっており、これ

らは対前年で４ポイント減少しているが、町

民税については現年度分及び滞納繰越分を含

めても 99.5％で、県内でもトップクラスであ

り、評価できる。

国民健康保険税現年度分の収納率は

99.1％、滞納繰越分は 14.8％、合計で 93.1％、

対前年 0.3 ポイント減少。介護保険料現年度

分の収納率は 99.9％、滞納繰越分は 5.6％、

合計で 99.7％、対前年 0.1 ポイント減少。後

期高齢者医療保険料現年度分の収納率は

100.0％、滞納繰越分は 80.0％、合計で

100.0％、対前年変わらず。

また、不能欠損については固定資産税にお

いて１４万円、国民健康保険税において３万

４千円、介護保険料において１０万１千円を

それぞれ実施された。引き続き滞納処分の強

化を図り、滞納額の減少と徴収率の向上に向

けて努力されたい。

②各種使用料と住宅新築資金等貸付金につ

いて、現年度分の徴収率は、農業集落排水使

用料は 99.7％で対前年比 0.3 ポイント減少。

改良住宅使用料は98.5％で対前年比2.2ポイ

ント減少。町営住宅使用料は 97.5％で対前年

比 1.4 ポイント上昇。簡易水道使用料は

99.4％で対前年比 0.2 ポイント減少。公共下

水道使用料は99.2％で対前年比0.2ポイント

減少している。

また、不能欠損については、下水道使用料

において２１万１千円を実施された。引き続

き新たな滞納者を出さないという強い姿勢で

の効率的で積極的な未収金回収対策の取組が

必要である。

また、住宅新築資金等貸付金の滞納額は８,

５５８万４千円で徴収率は 0.4％である。債

務者別の回収計画に沿った取組と滞納額の減

少に向けた取組を引き続き実施されたい。

（３）地籍調査事業の推進について、当町の

地籍調査は令和４年度末で調査対象面積１４

５.１６平方キロメートルのうち、調査済みと

なっているのは５.１９平方キロメートルで

ある。進捗率は 3.6％にとどまり、県内市町

村で最下位となっている。

今後進捗率の向上を図るため、平野部と山

林部を並行調査するために必要な人員体制と

委託対応できる部分を検討中とのこと。人口

減少や高齢化が進んでおり、立会がさらに困

難になるため、早急に対応願いたい。

（４）若桜鉄道対策事業について、若桜鉄道

対策費として鉄道施設保守及び管理委託料を

負担し続けている。令和４年度でラッセル車

庫・検修車庫の修理工事などが行われた。改

修された車両も老朽化により、整備のための

部品入手も困難になりつつある。そのような

状況を踏まえ、今後は鉄道車両の更新手続な

ど計画的に取り組んでいただきたい。併せて、

観光列車やリニューアルした若桜駅を生かし、

アフターコロナに向けた若桜鉄道の新しい利

用促進施策や活用法などを考え、交流人口、

関係人口の確保に努められたい。

（５）ふるさと納税推進事業について、返礼



品の表示方法などを改善し、見映え向上とサ

イトの拡充により納税者数は増えたが、令和

４年度の寄付額は２,０６８万１千円で前年

比 90％にとどまった。この要因は、人気返礼

品の松葉カニ（県指定共通返礼品）が不漁に

よって需要期に長期間受付を中止したことと、

若桜町の一部特産品に中止等が生じたことに

よると思われる。他ポータルサイトなどを参

考にして、特徴のある返礼品の開発努力をさ

れたい。

（６）基金の運用について、令和４年度末の

基金残高は２５億３,９１９万７千円あり、金

融機関への定期預金 0.002％から 0.005％、普

通預金 0.001％で運用されている。直近では

国債利回りは 0.5％以上となっており、若桜

町公金の管理及び運用に関する要綱に基づき、

基金の 10％程度でも国債等、リスクの少ない

安全な債券運用をぜひとも検討されたい。

（７）まとめ、令和４年度一般会計の決算額

は歳入４０億２,０７４万円。歳出３７億１,

７７０万円。差引残額３億３０４万円で、繰

越財源を控除した実質収支は２億７,３９０

万円の黒字決算となっている。

また、特別会計１０会計の実質収支額では、

国民健康保険事業が１,８７１万円の黒字決

算、介護保険事業が５,２１７万円の黒字決算、

後期高齢者医療が１８万円の黒字決算、索道

事業が９３７万円の黒字決算、その他の６事

業の実質収支額は０円となっている。これは、

赤松団地造成事業、財産区造林事業、住宅新

築資金等貸付事業を除く７会計が一般会計か

ら繰入れを受けた結果である。

財政運営の実質公債費比率３か年平均は

7.9％であり、0.7％上昇している。令和４年

度の単年度では 9.0％と、0.7％上昇しており、

これは過去に実施した事業分の起債元金償還

が始まったことで、元利償還金が前年より２,

７２１万円増えた結果である。

また、将来負担比率が△の 7.5％から 1.8％

と 9.3％上昇した。これは、地方債現在高な

ど将来負担額は前年より４,２３９万円減少

しているが、基準財政需要額参入など、充当

可能財源が前年より２億３,３９４万円減少

したためである。

今後、地方債残高の元利償還金が増加する

一方、人口減少が進むことにより、基準財政

需要額算定で交付税が減少することが予想さ

れ、実質公債費率や、将来負担比率も上昇す

る恐れがあるため、老朽化しているインフラ

の更新等大型事業を考える場合、将来にわた

り必要な事業かどうかよく検討した上で、公

債の発行と基金の取崩し等についてバランス

を取っていくことが必要と思われる。

一般会計の歳出執行割合が 84.9％で、翌年

度繰越額が２億４,４３５万円計上されてい

る。事業実施するにあたり、不測の事態があ

り、繰越しせざるを得ない案件と思われるが、

今後予算計上について十分検討願いたい。

決算審査で各課等より提出された資料の課

題については、今後早急に検討され、合理的

かつ効果的な行政運営が行われるよう期待し

ております。以上でございます。

議長（山根政彦）

ただいまの審査意見報告に対する質疑に入

ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

審査意見報告に対する質疑を終結します。

続いて、先ほど町長から提案理由の説明が

ありました議案第８７号から第９７号までの

議案に対して質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

お諮りします。

議案第８７号から議案第９７号までの議案

については、議員全員をもって構成する決算

審査特別委員会を設置し、これに付託の上、



会期中に審査することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、本案は議員全員をもって構成

する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上、会期中に審査することに決定しまし

た。

委員会条例第５条第１項の規定により、本

会議終了後、決算審査特別委員会を議員全員

協議室に招集いたします。

議事の都合により暫時休憩します。

（谷口秀昭代表監査委員 退室）

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

日程第６

議案第９８号 令和５年度若桜町一般会計

補正予算（第３号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第９８号 令和５年度若桜町一般会計

補正予算についてでございますが、既定の歳

入歳出予算の総額にそれぞれ１億２,３９９

万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を４

２億４,７２９万６千円とするものでござい

ます。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。分担金及び負担金では、台風などの

倒木の電柱等被害によるライフライン寸断を

未然に防止する、ライフライン確保緊急対策

事業事業者負担金２００万円を、国庫支出金

では、生活困窮者就労準備支援事業費等補助

金１３３万６千円をそれぞれ追加しておりま

す。

県支出金では、買物支援策として、買物環

境確保推進交付金を２,６７１万１千円、物価

高騰に係る生活困窮世帯支援事業補助金を２

３万２千円、景観支障木伐採財源として広域

景観形成支援事業補助金を５０万円追加する

など、その他の補正と併せまして総額２,８５

６万２千円増額いたしました。

繰入金では、財政調整基金繰入金を８,１４

９万３千円減額いたしました。繰越金では、

前年度繰越金として１億７,３４５万３千円

を、諸収入では、雑入として土地転貸借料１

３万７千円をそれぞれ追加しております。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。総務費では、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金返還金を８５８

万円、庁舎等財産管理に３９５万５千円、買

物環境整備対策事業に６,３８５万３千円、Ｄ

Ｘ推進事業に３６１万２千円を追加するなど、

その他の補正と合わせまして、総額７,９２６

万６千円を追加いたしました。

民生費では、生活困窮者自立支援事業、子

育て世帯生活支援特別給付金事業や生活保護

総務費など、複数の事業にわたり前年度実績

に基づく補助金等の返還額を計上するととも

に、地域福祉センター管理事業に８６万１千

円追加するなど、その他の補正と合わせまし

て総額１,８３５万３千円を追加いたしまし

た。

衛生費では、定期予防接種、新型コロナウ

イルス対策事業や母子保健相談事業で前年度

実績に基づく返還金を計上するとともに、健

康増進事業に１２６万５千円、塵介処理対策

事業に６８万８千円を追加するなど、その他

の補正と合わせまして総額１,２３７万９千

円を追加いたしました。

農林水産業費では、農業委員会に８万６千

円追加するなど、その他の補正と合わせまし

て総額２３万８千円を追加しております。

商工費では、若桜まるごとキャンペーン実

施に係る費用として商工振興事業に３,０４

４万４千円、道の駅管理事業に３３５万９千



円、キャンプ場等管理事業に１３５万３千円

を追加するなど、その他の補正と合わせまし

て総額３,７６８万１千円を追加しておりま

す。

土木費では、町営住宅の修繕等に係る費用

として１５６万２千円を追加いたしました。

消防費では、ライフライン確保緊急対策等と

して災害対策事業に２６６万４千円を追加す

るなど、その他の補正と合わせて３２３万６

千円を追加しております。

教育費では、若桜学園内防火シャッター修

繕等に係る費用として、若桜学園管理費に１

０６万１千円、町誌編さん事業に８６万５千

円、生涯学習情報館運営事業に１０９万９千

円を追加しておりますし、適応指導教室運営

事業では、規模を縮小したため２５６万３千

円減額しております。その他の補正と合わせ

まして総額２１２万３千円を追加いたしまし

た。

災害復旧費では、農業用施設災害復旧事業

を３７万９千円増額しております。なお、総

務費、民生費、農林水産業費、商工費、教育

費におきまして、職員人件費を計上しており

ます。また、予備費におきましては、新型コ

ロナウイルス対策事業への財源更正として、

３,１２２万２千円減額しております。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第７

議案第９９号 令和５年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）、議案第１０

０号 令和５年度若桜町簡易水道事業特別会

計補正予算（第２号）、議案第１０１号 令和

５年度若桜町赤松団地造成事業特別会計補正

予算（第１号）、議案第１０２号 令和５年度

若桜町索道事業特別会計補正予算（第１号）

を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第９９号 令和５年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算についてでございます

が、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３,

９３３万３千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を７億１,３７４万円とするものでござい

ます。歳入につきましては、前年度繰越金に

５,１６９万３千円を追加したことに伴い、財

源不足を補うために繰り入れることとしてお

りました財政調整基金繰入金を１,２３６万

円減額しております。

次に、歳出につきしては、介護給付費準備

基金積立金６９９万８千円を、諸支出金では

令和４年度の実績に伴う返還金として３,２

１３万８千円をそれぞれ追加しております。

なお、予備費において、歳入歳出総額の調整

を行うため１９万７千円増額しております。

続きまして、議案第１００号 令和５年度若

桜町簡易水道事業特別会計補正予算について

でございますが、既定の歳入歳出予算の総額

に変更はございません。歳出科目簡易水道施

設費で、委託料と工事請負費の間におきまし

て、予算の組替えを行うものであり、工事請

負費を１,０２３万円減額し、委託料を同額増

額しております。

続きまして、議案第１０１号 令和５年度若

桜町赤松団地造成事業特別会計補正予算につ

いてでございますが、既定の歳入歳出予算の

総額にそれぞれ２千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を５５万９千円とするものでござい

ます。

歳入では、前年度繰越金に、歳出では一般

会計操出金にそれぞれ２千円を追加しており



ます。

続きまして、議案第１０２号 令和５年度若

桜町索道事業特別会計補正予算についてでご

ざいますが、規定の歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ９３６万６千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を６,４４０万４千円とするもので

ございます。

歳入では前年度繰越金に、歳出では索道管

理費積立金に９３６万６千円をそれぞれ追加

しております。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第８

議案第１０３号 若桜町特別別医療費助成

条例の一部改正について、議案第１０４号 若

桜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部

改正について、議案第１０５号 若桜町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について、を一括して議

題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１０３号 若桜町特別医療費助成条

例の一部改正について、でございますが、こ

れは令和６年４月１日から１８歳に達する日

以降の、最初の３月３１日までの間にある者

を対象に医療費を無料とするため、所要の改

正を行うものでございます。

続きまして、議案第１０４号 若桜町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正につい

て、及び議案第１０５号 若桜町家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について、でございますが、こ

れは、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係

法律の整備に関する法律等の施行に伴い、本

条例の一部を改正するものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これにて散会いたします。

   午前１１時１０分  散 会


